
⚫ 2020年4月施行の「健康増進法の一部を改正する法律」（改正
健康増進法）で、第一種施設（学校、病院、行政機関等）は
「敷地内禁煙」、第二種施設（一般企業、サービス産業、国
会・議会等）は「原則屋内禁煙」と定められました3)（図3）。

⚫ 159自治体を対象とした調査で、改正健康増進法の施行によ
り、自治体の一般庁舎（第一種施設）は100%「建物内禁煙」が
実現し、屋外にも喫煙場所を設置しない「敷地内全面禁煙」を
実施した自治体は、2018年の22団体（13.8%）から57団体
（33.9%）に増加し、法の改正の効果がみられました（図4）。
しかし、第一種施設では「屋外で受動喫煙を防止するために
必要な措置がとられた場所に、喫煙場所を設置することがで
きる」とされたため、102団体（66.1%）は屋外にまだ喫煙場所を
残しています。

⚫ 世界保健機関（WHO）が、喫煙が健康・社会・環境および経済
に及ぼす悪影響から、現在および将来の世代を守ることを目
的として策定した「たばこの規制に関する世界保健機関枠組
条約（WHO Framework Convention on Tobacco Control:
FCTC）」が2005年2月27日に発効しました。FCTC第8条（受動
喫煙からの保護）で求められている公共場所や職場等の屋内
の全面禁煙化を実現するためには各国で法規制が必要です。

⚫ 世界で受動喫煙対策として法規制で8施設（医療施設、幼保小
中高、大学、官公庁、事業所（一般企業）、レストラン、バー（居
酒屋）、公共交通機関）すべての全面禁煙を達成したのは、32
か国（2010年）から67か国（2020年）1)に増え続けています（図
1）。

⚫ 法律により屋内を全面禁煙にした国などでは、国民の喫煙関
連疾患による入院リスクが減少しました2)（図2）。
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⚫ 第一種施設で屋外に喫煙場所を設置した場合、少なくとも半
径25メートルで受動喫煙が発生します4)（図5）。

⚫ 喫煙場所の清掃者に職業的な受動喫煙が発生します（図6）。

⚫ 平成31（2019）年2月22日、厚生労働省健康局長通知「『健康
増進法の一部を改正する法律』の施行について（受動喫煙対
策）」では、「第一種施設は、敷地内禁煙とすることが原則であ
り、特定屋外喫煙場所を設置することを推奨するものではない
ことに十分留意すること」と記載されています5)。

⚫ 第二種施設は原則屋内禁煙とされ、喫煙専用室以外の喫煙
が禁止されました。しかし、喫煙専用室では受動喫煙を完全に
防止することができないことが分かっています6)（図7）。

⚫ 喫煙専用室を清掃する作業者は非常に高い濃度の受動喫煙
に曝露されます（図8）。そのため、一般職場における対策につ
いて発出された「職場における受動喫煙防止のためのガイドラ
イン（令和元年7月1日 基発0701第1号）」では、清掃業者を保
護することについても記載されています7)。
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Q. 敷地内全面禁煙を実施することで周囲の路上や近隣で喫煙する者にどのような対策をとればいいですか？
A. 職員の場合は、「周囲の路上や近隣で喫煙しない」ことを職場のルールとして徹底すること、喫煙する職員を禁煙治療に誘導する

ことが重要です。施設の利用者に対しては、「周囲の路上や近隣で喫煙しない」を繰り返し呼びかけること、地域全体で禁煙サイン
を多数掲示することが重要です。

⚫ 海外67か国のように第二種施設を含めて屋内を全面禁煙とすることで、国民の病気が減少する効果が期待できます。

⚫ 喫煙する場所が減少することで喫煙者の禁煙企図が高まり、喫煙率を減少させる効果が期待できます。

⚫ 屋外喫煙場所を設置する際は、建物や人の動線から少なくとも25メートル以上離すことが必要です。

⚫ 喫煙場所の清掃作業前、作業中は喫煙者の利用を禁止することが必要です。

⚫ 屋内だけでなく屋外の喫煙場所の周囲で受動喫煙が発生すること、喫煙場所を清掃する作業者の職業的な受動喫煙をなくすこと
ができないことから、第一種施設、第二種施設を問わず、屋外にも喫煙場所を設置しない「敷地内全面禁煙」が望まれます。

⚫ 子どもや妊婦、過敏症の患者さんたちが利用する場所の受動喫煙対策は特に重要です。
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アセスメントに関する研究」班（研究代表者中村正和）により作成しました。
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図8. 屋内の喫煙場所を清掃する労働者の職業的な受動喫煙

図5. 屋外喫煙場所の風下で発生する「望まない受動喫煙」
喫煙で発生する微小粒子状物質（PM2.5）濃度（㎍/㎥）で評価した

図6. 「特定屋外喫煙場所」で清掃業者の職業的な受動喫煙

図7. 喫煙室からの漏れは防止できない
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